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内　容 期　間

基本構想

基本計画

実施計画

地域における総合的かつ計画的な行政運
営を行うために、目指すべき将来都市像や
基本目標を定めています。

25年間
令和8(2026)～32(2050)年度

基本構想で明らかにした将来都市像や基
本目標を具現化するための基本的な施策
を定めています。

9年間
令和8(2026)～16(2034)年度
※期間終了後は次期計画を策定

基本計画に示された施策を実現するため
の具体的な事業を定めています。

5年間
令和8(2026)～１２(20３０)年度

※毎年見直し
期間終了後は次期計画を策定

　総合計画は、長期的な将来展望に基づき、市政運営を総合的かつ計画的に進めていくための
根幹となる計画です。
　これまで本市では、平成１３(20０1)年度から令和７(2025)年度を計画期間とする「市川市総合
計画（I&Iプラン21）」を策定し、「ともに築く 自然とやさしさがあふれる 文化のまち いちかわ」を
将来都市像に掲げ、その実現に向けて歩みを進めてきました。
　しかしながら、今後は、これまでのような人口増加は鈍化し、少子高齢化も加速することが見込
まれるため、それにあわせたまちづくりを進めていかなければなりません。また、高まる自然災害
のリスクや年々深刻化する地球温暖化、都市インフラの老朽化、不安定な経済情勢、格差の拡大
といった問題には、スピード感を持って対応していかなければなりません。
　このように大きく変容する時代の潮流の中において、本市は、この総合計画を通じて、本市の
あるべき姿と進むべき方向性を明示し、その実現に向けたまちづくりを進めていきます。

　本市は、千葉県の北西部に位置し、北は松戸市、東は鎌ケ谷市と船橋市、南は浦安市と東京湾
に接しています。また、江戸川を隔てて東京都（江戸川区・葛飾区）と相対しており、東京都心から
20㎞圏内に市域のほぼ全体が含まれています。
　昭和9（１９３４）年に市川町、八幡町、中山町、国分村の合併により「市川市」が誕生し、その後、
昭和２４（１９４９）年に大柏村、昭和３０（１９５５）年に行徳町、昭和３１（１９５６）年に南行徳町と合併し
ました。さらに、昭和３７（１９６２）年以降の公有水面の埋め立て（高谷新町、二俣新町、塩浜など）
により、現在の市域が形成されており、総面積は５６．３９㎢となっています。

計画策定の趣旨・目的1 計画策定の背景3

計画の構成と期間2

　総合計画は、長期的な将来展望に基づき、市政運営を総合的かつ計画的に進めていくための
根幹となる計画です。
　これまで本市では、平成１３(20０1)年度から令和７(2025)年度を計画期間とする「市川市総
合計画（I&Iプラン21）」を策定し、「ともに築く 自然とやさしさがあふれる 文化のまち いちかわ」
を将来都市像に掲げ、その実現に向けて歩みを進めてきました。
しかしながら、今後は、これまでのような人口増加は鈍化し、少子高齢化も加速することが見込ま
れるため、それにあわせたまちづくりを進めていかなければなりません。また、高まる自然災害の
リスクや年々深刻化する地球温暖化、都市インフラの老朽化、不安定な経済情勢、格差の拡大と
いった問題には、スピード感を持って対応していかなければなりません。
　このように大きく変容する時代の潮流の中において、本市は、この総合計画を通じて、本市の
あるべき姿と進むべき方向性を明示し、その実現に向けたまちづくりを進めていきます。

　本計画は、「基本構想」、「基本計画」、「実施計画」の3層構造とし、計画期間を令和8(2026)年
度～令和32(2050)年度の25年間とします。
　なお、「基本計画」と「実施計画」は、「地方版総合戦略※」を包含するものとします。
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1	 将来都市像
ここに示す将来都市像は、今を生きる私たち、そして、次世代のためのものです。
私たちは、令和 32（2050）年度までにこの将来都市像の実現を目指します。

1 将来都市像
ここに示す将来都市像は、今を生きる私たち、そして、次世代のためのものです。
私たちは、令和 32（2050）年度までにこの将来都市像の実現を目指します。

このまちでは、すべての人々、動物、植物など、ありとあらゆるいのちが尊重されています。
それぞれのいのちが平等に守られ、支え合い、共存しています。それが、このまちの「根幹」と
なっています。

このまちでは、誰もが、明日を拓くために知性を育んでいます。こどもたちは好奇心のままに
学び、大人たちは生涯にわたり成長を楽しみ、将来への希望につながっています。それが、この
まちの「原動力」となっています。

このまちでは、かけがえのない地球の恵みや美しい自然を守るため、環境と共生しています。
持続可能な未来を築くための道が確立され、一人ひとりの営みに浸透しています。それが、この
まちの「使命」となっています。

これらすべてがつながり、このまちでは、「和」が生まれています。世代や文化、価値観など
の壁を越え、誰もが交流し、喜びは分かち合い、困った時には助け合います。ここには、争いは
なく、調和の中から生まれる真の平和があります。それが、このまちの「豊かさ」となっています。

こうしたまちの「根幹」「原動力」「使命」「豊かさ」が、一人ひとりの幸福につながっています。
そして、それがまちへの愛着と誇りとなり、自信を持って次世代に引き継げる「住み続けたいま
ち」をつくっています。
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それぞれのいのちが平等に守られ、支え合い、共存しています。それが、このまちの「根幹」と
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このまちでは、誰もが、明日を拓くために知性を育んでいます。こどもたちは好奇心のままに
学び、大人たちは生涯にわたり成長を楽しみ、将来への希望につながっています。それが、この
まちの「原動力」となっています。

このまちでは、かけがえのない地球の恵みや美しい自然を守るため、環境と共生しています。
持続可能な未来を築くための道が確立され、一人ひとりの営みに浸透しています。それが、この
まちの「使命」となっています。

これらすべてがつながり、このまちでは、「和」が生まれています。世代や文化、価値観など
の壁を越え、誰もが交流し、喜びを分かち合い、困った時には助け合います。ここには、争いは
なく、調和の中から生まれる真の平和があります。それが、このまちの「豊かさ」となっています。

こうしたまちの「根幹」「原動力」「使命」「豊かさ」が、一人ひとりの幸福につながっています。
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内　容 期　間

基本構想

基本計画

実施計画

地域における総合的かつ計画的な行政運
営を行うために、目指すべき将来都市像や
基本目標を定めています。

25年間
令和8(2026)～32(2050)年度

基本構想で明らかにした将来都市像や基
本目標を具現化するための基本的な施策
を定めています。

9年間
令和8(2026)～16(2034)年度
※期間終了後は次期計画を策定

基本計画に示された施策を実現するため
の具体的な事業を定めています。

5年間
令和8(2026)～１２(20３０)年度

※毎年見直し
期間終了後は次期計画を策定

　総合計画は、長期的な将来展望に基づき、市政運営を総合的かつ計画的に進めていくための
根幹となる計画です。
　これまで本市では、平成１３(20０1)年度から令和７(2025)年度を計画期間とする「市川市総合
計画（I&Iプラン21）」を策定し、「ともに築く 自然とやさしさがあふれる 文化のまち いちかわ」を
将来都市像に掲げ、その実現に向けて歩みを進めてきました。
　しかしながら、今後は、これまでのような人口増加は鈍化し、少子高齢化も加速することが見込
まれるため、それにあわせたまちづくりを進めていかなければなりません。また、高まる自然災害
のリスクや年々深刻化する地球温暖化、都市インフラの老朽化、不安定な経済情勢、格差の拡大
といった問題には、スピード感を持って対応していかなければなりません。
　このように大きく変容する時代の潮流の中において、本市は、この総合計画を通じて、本市の
あるべき姿と進むべき方向性を明示し、その実現に向けたまちづくりを進めていきます。

　本市は、千葉県の北西部に位置し、北は松戸市、東は鎌ケ谷市と船橋市、南は浦安市と東京湾
に接しています。また、江戸川を隔てて東京都（江戸川区・葛飾区）と相対しており、東京都心から
20㎞圏内に市域のほぼ全体が含まれています。
　昭和9（１９３４）年に市川町、八幡町、中山町、国分村の合併により「市川市」が誕生し、その後、
昭和２４（１９４９）年に大柏村、昭和３０（１９５５）年に行徳町、昭和３１（１９５６）年に南行徳町と合併し
ました。さらに、昭和３７（１９６２）年以降の公有水面の埋め立て（高谷新町、二俣新町、塩浜など）
により、現在の市域が形成されており、総面積は５６．３９㎢となっています。

計画策定の趣旨・目的1 計画策定の背景3

計画の構成と期間2

　総合計画は、長期的な将来展望に基づき、市政運営を総合的かつ計画的に進めていくための
根幹となる計画です。
　これまで本市では、平成１３(20０1)年度から令和７(2025)年度を計画期間とする「市川市総
合計画（I&Iプラン21）」を策定し、「ともに築く 自然とやさしさがあふれる 文化のまち いちかわ」
を将来都市像に掲げ、その実現に向けて歩みを進めてきました。
しかしながら、今後は、これまでのような人口増加は鈍化し、少子高齢化も加速することが見込ま
れるため、それにあわせたまちづくりを進めていかなければなりません。また、高まる自然災害の
リスクや年々深刻化する地球温暖化、都市インフラの老朽化、不安定な経済情勢、格差の拡大と
いった問題には、スピード感を持って対応していかなければなりません。
　このように大きく変容する時代の潮流の中において、本市は、この総合計画を通じて、本市の
あるべき姿と進むべき方向性を明示し、その実現に向けたまちづくりを進めていきます。

　本計画は、「基本構想」、「基本計画」、「実施計画」の3層構造とし、計画期間を令和8(2026)年
度～令和32(2050)年度の25年間とします。
　なお、「基本計画」と「実施計画」は、「地方版総合戦略※」を包含するものとします。
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2	 基本目標
私たちは、５つの基本目標を定め、将来都市像を実現するためのまちづくりを進めます。
まちづくりを進めるにあたっては、今を生きる私たちの利益を追求するだけでなく、次世代の

権利を損なわないよう配慮します。

まちづくりの方向性

　戦争や紛争、自然災害、犯罪などによっていのちと暮らしが脅かされることのない、
強くしなやかなまちづくりを進めます。

● 平和・核兵器廃絶
● 防災・減災・安全
● 暮らしの安心・防犯

まちづくりの方向性

い の ちと暮らしを 守 る 強くしな や か なまち づくり

● カーボンニュートラルの実現に向けてすべての技術革新を導入する社会
● すべてのいのちを尊ぶ（植物・動物）

まちづくりの方向性

● 歴史の掘り起こし
● 文化・スポーツの力によるまちの活性化
● 地域経済の活性化
● 世界の人が集まる国際都市

まちづくりの方向性

誰 も が 自 分らしく豊 かに 暮らせ るまち づくり
　一人ひとりが尊重され、どのライフステージにおいても、健やかに自分らしく
豊かに暮らしていけるまちづくりを進めます。

● 誰一人取り残さないあたたかなまち
● 健康寿命日本一
● こどもたちの健やかな成長
● 学びの多様化・居場所づくり

まちづくりの方向性

変 化 に 対 応した 快 適 な 暮らしを 支 えるまち づくり
　目まぐるしい時代の変化に対応しつつも、まちの歴史や個性が尊重され、誰もが
心地よく快適に暮らしていけるまちづくりを進めます。

多 彩 な 文 化と活 気 が 織りな す 魅 力 あ ふ れるまち づくり
この地が刻んできた歴史やまちに息づく文化、そして、市民を主体とした様々な活動から

生まれる活気がまちの魅力となり、多くの人々が集うまちづくりを進めます。

環 境 に 優しい 自 然と共 生したまち づくり
　地球環境への負荷軽減を図りながら、豊かな自然を守り、生かす
ことで、人と自然が共に生きるまちづくりを進めます。

● 災害を乗り越える強靭なまちづくり
● 古きを残したつながりのあるまちづくり
● 道路ネットワークや新たな都市基盤の整備

い の ち  を 尊 び
知 性 と 希  望 を 育 み

環 境 と  共 生 し て
和 が つ な  が る ま ち

い ち  か わ
住 み 続 け た い  ま ち を 次 世 代 へ

い の ち  を 尊 び
知 性 と 希  望 を 育 み

環 境 と  共 生 し て
和 が つ な  が る ま ち

い ち  か わ

～ 住 み 続 け た い  ま ち を 次 世 代 へ ～

基本目標 1

基本目標 ２ 基本目標 ５

基本目標 ４

基本目標 ３
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生まれる活気がまちの魅力となり、多くの人々が集うまちづくりを進めます。

環 境 に 優しい 自 然と共 生したまち づくり
　地球環境への負荷軽減を図りながら、豊かな自然を守り、生かす
ことで、人と自然が共に生きるまちづくりを進めます。

● 災害を乗り越える強靭なまちづくり
● 古きを残したつながりのあるまちづくり
● 道路ネットワークや新たな都市基盤の整備
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内　容 期　間

基本構想

基本計画

実施計画

地域における総合的かつ計画的な行政運
営を行うために、目指すべき将来都市像や
基本目標を定めています。

25年間
令和8(2026)～32(2050)年度

基本構想で明らかにした将来都市像や基
本目標を具現化するための基本的な施策
を定めています。

9年間
令和8(2026)～16(2034)年度
※期間終了後は次期計画を策定

基本計画に示された施策を実現するため
の具体的な事業を定めています。

5年間
令和8(2026)～１２(20３０)年度

※毎年見直し
期間終了後は次期計画を策定

　総合計画は、長期的な将来展望に基づき、市政運営を総合的かつ計画的に進めていくための
根幹となる計画です。
　これまで本市では、平成１３(20０1)年度から令和７(2025)年度を計画期間とする「市川市総合
計画（I&Iプラン21）」を策定し、「ともに築く 自然とやさしさがあふれる 文化のまち いちかわ」を
将来都市像に掲げ、その実現に向けて歩みを進めてきました。
　しかしながら、今後は、これまでのような人口増加は鈍化し、少子高齢化も加速することが見込
まれるため、それにあわせたまちづくりを進めていかなければなりません。また、高まる自然災害
のリスクや年々深刻化する地球温暖化、都市インフラの老朽化、不安定な経済情勢、格差の拡大
といった問題には、スピード感を持って対応していかなければなりません。
　このように大きく変容する時代の潮流の中において、本市は、この総合計画を通じて、本市の
あるべき姿と進むべき方向性を明示し、その実現に向けたまちづくりを進めていきます。

　本市は、千葉県の北西部に位置し、北は松戸市、東は鎌ケ谷市と船橋市、南は浦安市と東京湾
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ました。さらに、昭和３７（１９６２）年以降の公有水面の埋め立て（高谷新町、二俣新町、塩浜など）
により、現在の市域が形成されており、総面積は５６．３９㎢となっています。
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2	 基本目標
私たちは、５つの基本目標を定め、将来都市像を実現するためのまちづくりを進めます。
まちづくりを進めるにあたっては、今を生きる私たちの利益を追求するだけでなく、次世代の

権利を損なわないよう配慮します。

まちづくりの方向性

　戦争や紛争、自然災害、犯罪などによっていのちと暮らしが脅かされることのない、
強くしなやかなまちづくりを進めます。

● 平和・核兵器廃絶
● 防災・減災・安全
● 暮らしの安心・防犯

まちづくりの方向性

い の ちと暮らしを 守 る 強くしな や か なまち づくり

● カーボンニュートラルの実現に向けてすべての技術革新を導入する社会
● すべてのいのちを尊ぶ（植物・動物）

まちづくりの方向性

● 歴史の掘り起こし
● 文化・スポーツの力によるまちの活性化
● 地域経済の活性化
● 世界の人が集まる国際都市

まちづくりの方向性

誰 も が 自 分らしく豊 かに 暮らせ るまち づくり
　一人ひとりが尊重され、どのライフステージにおいても、健やかに自分らしく
豊かに暮らしていけるまちづくりを進めます。

● 誰一人取り残さないあたたかなまち
● 健康寿命日本一
● こどもたちの健やかな成長
● 学びの多様化・居場所づくり

まちづくりの方向性

変 化 に 対 応した 快 適 な 暮らしを 支 えるまち づくり
　目まぐるしい時代の変化に対応しつつも、まちの歴史や個性が尊重され、誰もが
心地よく快適に暮らしていけるまちづくりを進めます。

多 彩 な 文 化と活 気 が 織りな す 魅 力 あ ふ れるまち づくり
この地が刻んできた歴史やまちに息づく文化、そして、市民を主体とした様々な活動から

生まれる活気がまちの魅力となり、多くの人々が集うまちづくりを進めます。

環 境 に 優しい 自 然と共 生したまち づくり
　地球環境への負荷軽減を図りながら、豊かな自然を守り、生かす
ことで、人と自然が共に生きるまちづくりを進めます。

● 災害を乗り越える強靭なまちづくり
● 古きを残したつながりのあるまちづくり
● 道路ネットワークや新たな都市基盤の整備

い の ち  を 尊 び
知 性 と 希  望 を 育 み

環 境 と  共 生 し て
和 が つ な  が る ま ち

い ち  か わ
住 み 続 け た い  ま ち を 次 世 代 へ

い の ち  を 尊 び
知 性 と 希  望 を 育 み

環 境 と  共 生 し て
和 が つ な  が る ま ち

い ち  か わ

～ 住 み 続 け た い  ま ち を 次 世 代 へ ～
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将来都市像に掲げ、その実現に向けて歩みを進めてきました。
　しかしながら、今後は、これまでのような人口増加は鈍化し、少子高齢化も加速することが見込
まれるため、それにあわせたまちづくりを進めていかなければなりません。また、高まる自然災害
のリスクや年々深刻化する地球温暖化、都市インフラの老朽化、不安定な経済情勢、格差の拡大
といった問題には、スピード感を持って対応していかなければなりません。
　このように大きく変容する時代の潮流の中において、本市は、この総合計画を通じて、本市の
あるべき姿と進むべき方向性を明示し、その実現に向けたまちづくりを進めていきます。

　本市は、千葉県の北西部に位置し、北は松戸市、東は鎌ケ谷市と船橋市、南は浦安市と東京湾
に接しています。また、江戸川を隔てて東京都（江戸川区・葛飾区）と相対しており、東京都心から
20㎞圏内に市域のほぼ全体が含まれています。
　昭和9（１９３４）年に市川町、八幡町、中山町、国分村の合併により「市川市」が誕生し、その後、
昭和２４（１９４９）年に大柏村、昭和３０（１９５５）年に行徳町、昭和３１（１９５６）年に南行徳町と合併し
ました。さらに、昭和３７（１９６２）年以降の公有水面の埋め立て（高谷新町、二俣新町、塩浜など）
により、現在の市域が形成されており、総面積は５６．３９㎢となっています。

計画策定の趣旨・目的1 計画策定の背景3

計画の構成と期間2

　総合計画は、長期的な将来展望に基づき、市政運営を総合的かつ計画的に進めていくための
根幹となる計画です。
　これまで本市では、平成１３(20０1)年度から令和７(2025)年度を計画期間とする「市川市総
合計画（I&Iプラン21）」を策定し、「ともに築く 自然とやさしさがあふれる 文化のまち いちかわ」
を将来都市像に掲げ、その実現に向けて歩みを進めてきました。
しかしながら、今後は、これまでのような人口増加は鈍化し、少子高齢化も加速することが見込ま
れるため、それにあわせたまちづくりを進めていかなければなりません。また、高まる自然災害の
リスクや年々深刻化する地球温暖化、都市インフラの老朽化、不安定な経済情勢、格差の拡大と
いった問題には、スピード感を持って対応していかなければなりません。
　このように大きく変容する時代の潮流の中において、本市は、この総合計画を通じて、本市の
あるべき姿と進むべき方向性を明示し、その実現に向けたまちづくりを進めていきます。

　本計画は、「基本構想」、「基本計画」、「実施計画」の3層構造とし、計画期間を令和8(2026)年
度～令和32(2050)年度の25年間とします。
　なお、「基本計画」と「実施計画」は、「地方版総合戦略※」を包含するものとします。
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